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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第127期

第１四半期
連結累計期間

第128期
第１四半期
連結累計期間

第127期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （百万円） 20,516 20,831 81,334

経常利益 （百万円） 1,063 2,015 4,631

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 1,006 3,583 4,243

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,562 3,793 4,780

純資産額 （百万円） 69,769 72,485 69,237

総資産額 （百万円） 199,777 216,828 210,237

１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 9.07 33.86 38.53

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 34.9 33.4 32.9

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　　　　４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間の世界経済は、特に米中間の貿易摩擦への懸念が強まる中、米国を中心とする先進国

で緩やかに景気は回復し、新興国においても持ち直しの動きが継続する等、概ね安定的に推移しました。米国で

は、通商政策を巡る先行き不透明感が強まりましたが、企業業績は堅調さを維持し、着実な景気回復が継続しまし

た。欧州では、通商問題や政局不安等に対する懸念があるものの、景気は緩やかに回復しました。中国では、堅調

な内外需が牽引役となり、景気回復の動きが強まりました。一方で、足元では欧州・中国を中心に景気下振れリス

クも懸念されています。

　わが国経済は、雇用・所得情勢の堅調さは継続しましたが、原料高が企業業績の重石となる等、景気回復に一服

感が見られました。

 

　当社グループの海運業においては、船腹の供給過剰は解消されず事業を取り巻く環境は大きくは改善しませんで

したが、一部の船種では市況は回復の兆しを見せました。このような状況の下、当社グループでは、既存契約の有

利更改への取り組みをはじめとして、効率配船及び運航採算の向上を図った他、売船市場の動向を見極め老齢船の

処分を行い、固定資産売却益（特別利益）を計上しました。不動産業においては、飯野ビルディングをはじめとす

る既存ビルが順調に稼働しており、安定した収益を確保しました。また、当社が参画している新橋田村町地区市街

地再開発事業では、建築工事請負契約が締結され、同事業が本格的に始動しました。

 

　以上の結果、売上高は208億31百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は18億32百万円（前年同期比44.2％

増）、経常利益は20億15百万円（前年同期比89.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は35億83百万円（前

年同期比256.2％増）となりました。

 

　各セグメント別の状況は次の通りです。

 

①外航海運業

　当第１四半期連結累計期間の外航海運市況は以下の通りです。

　オイルタンカーにおいては、不需要期に入ったことにより、スポット市況は総じて低水準に推移しました。原油

の戦略的備蓄積み増しを図る中国向け荷動きは堅調なものの、慢性的な船腹過剰の中、新造船の流入や燃料費の上

昇から、損益分岐点を下回る水準で推移しました。

　ケミカルタンカーにおいては、市況低迷によるプロダクトタンカーのケミカルタンカー市場への流入圧力が再び

強くなったことで、一時的に船腹過剰となり、中東地域を除いて市況は総じて低調に推移しました。プロダクトタ

ンカーにおいては、恒常的に船腹過剰の状況が続き、市況は低調に推移しました。

　大型ガスキャリアのうち、LPGキャリアにおいてはアジアの不需要期を迎えたことで北米-極東間の荷動きが伸び

ずトンマイルが減少し、継続的な船腹過剰感と相まって市況は低調な推移となりました。また、LNGキャリアにお

いては輸送需要を上回る船腹供給のため市況低迷が続いていましたが、新規LNGプロジェクトの立ち上がりから大

西洋を中心に輸送需要が増加し、スポット市況は急速に回復しました。

　ドライバルクキャリアにおいては、前年同期と比較して南米からの穀物輸送需要が鈍化し、春先をピークにやや

軟化しましたが、新造船の供給量が限定的であったこと等もあり、市況は全船型で総じて横ばいに推移しました。

なお、当第１四半期連結累計期間における当社グループの平均為替レートは108.10円/US$(前年同期は111.48

円/US$）、平均燃料油価格はUS$387/MT(前年同期はUS$318/MT)となりました。

 

　このような事業環境の下、当社グループの外航海運業の概況は以下の通りとなりました。

　オイルタンカーにおいては、支配船腹を長期契約に継続投入し、安定収益を確保しました。また、2019年度竣工

予定310,000DWT型新造船の整備を決定しました。

　ケミカルタンカーにおいては、当社の主要航路である中東から欧州向け及びアジア向けの数量輸送契約に加え、

スポット貨物を積極的に取り込むことで、安定した稼働を維持しました。船腹需給を調整するため期中に市場から

新たに短期で船舶を調達し、老齢船１隻を処分しました。当社と米国オペレーターとの合弁事業会社では、大西洋

域内を中心とした数量輸送契約やスポット貨物の集荷により稼働を維持しました。プロダクトタンカーにおいて

は、支配船腹を中長期契約に継続投入しました。
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　大型ガスキャリアにおいては、LPGキャリア及びLNGキャリア共に既存の中長期契約へ継続投入することで安定収

益を確保しました。また、LPGキャリアでは一部の契約を新鋭船に入替え老齢船を処分することで、市況変動への

耐性を高めました。

　ドライバルクキャリアにおいては、石炭専用船とチップ専用船については順調に稼働しました。ポストパナマッ

クス船については、市況上昇のタイミングを捉えた配船や数量輸送契約に投入した他、新規の専航船契約を締結す

る等、安定収益の確保に努めました。ハンディ船については、市況上昇下でのスポット航海を中心に効率的な配

船・運航に努めた結果、運航採算は向上しました。

 

　以上の結果、外航海運業の売上高は159億70百万円（前年同期比2.1％増）、営業利益は８億57百万円（前年同期

比118.1％増）となりました。

 

②内航・近海海運業

　当第１四半期連結累計期間の内航・近海海運市況は以下の通りです。

　内航ガス輸送においては、LPG需要は季節的要因により不需要期に突入し、石油化学ガスも出荷プラントの定期

修繕等に伴い、輸送量は減少しました。

　近海ガス輸送においては、主要貨物であるプロピレン、塩化ビニルモノマーの国内生産量は安定しており、東南

アジアへの海上輸送量は堅調に推移しました。

 

　このような事業環境の下、当社グループの内航・近海海運業の概況は以下の通りとなりました。

内航ガス輸送は、出荷プラントの定期修繕、運航船の入渠等による稼働減少の影響を受けましたが、船員費上昇と

安全対策費用の荷主負担を目的とした契約の有利更改、効率配船の実施、及び中長期契約を中心に安定的な稼働を

確保することで採算を維持しました。

　近海ガス輸送は、新造船の流入圧力が低下していることに加え東南アジアの荷動きが好調な影響により市況が上

昇したため、従前の契約に比べ有利更改を果たしました。

 

　以上の結果、内航・近海海運業の売上高は22億37百万円（前年同期比0.3%増）、営業利益は１億43百万円（前年

同期比104.3%増）となりました。

 

③不動産業

　当第１四半期連結累計期間の不動産市況は以下の通りです。

　都心のオフィスビル賃貸市況は、好調な企業業績を背景とした人員拡大等への対応に伴うオフィス拡張、統合移

転需要により、新築及び築年数の経過していない大規模ビルでは新規の入居スペースの減少が進み、既存ビルを含

めた全体の空室率は低下し、賃料水準は上昇傾向で推移しました。

　貸ホール・貸会議室においては、多数の競合施設がある中、厳しい顧客獲得競争が続きました。

　フォトスタジオ事業においては、インターネット広告需要は堅調であった一方、雑誌広告需要は低迷し、スタジ

オ使用料の単価も低調に推移しました。

 

　このような事業環境の下、当社グループの不動産業の概況は以下の通りとなりました。

　賃貸ビルにおいては、所有する各ビルにおいて良質なテナントサービスの提供に注力し、概ね順調に稼働しまし

た。また、新橋田村町地区市街地再開発事業では、当社が参画している再開発組合が主体となって建築工事請負契

約を締結し、同事業が本格的に始動しました。

　当社グループのイイノホール＆カンファレンスセンターにおいては、セミナー、講演会、映画試写会、その他催

事の積極的な誘致により、稼働の維持に努めました。

　フォトスタジオ事業を行うイイノ・メディアプロにおいては、プロダクション部門での海外大型広告案件獲得の

他、主力のスタジオ部門、ロケーション、レタッチ各部門での積極的な利用誘致により、稼働は堅調に推移しまし

た。

 

　以上の結果、不動産業の売上高は26億79百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は８億32百万円（前年同期比

3.1％増）となりました。

 

（2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は前連結会計年度末に比べ65億91百万円増加し、2,168億28百万円と

なりました。これは主に新規投資に伴う建設仮勘定の増加によるものです。負債残高は前連結会計年度末に比べ33

億44百万円増加し、1,443億43百万円となりました。これは主に設備資金や運転資金の借入の増加によるもので

す。純資産残高は前連結会計年度末に比べ32億48百万円増加し、724億85百万円となりました。これは主に利益剰

余金の増加によるものです。
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

(4)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

 

1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

 

　当社は、同業種あるいは異業種他社との提携や企業買収が、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益の向上の実現に向けた有力な手段の一つとなり得ると認識しておりますが、そのような他社との提携や企

業買収は、当事者同士が納得、合意した上で友好裡に進められてこそ、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益の最大化の実現を図ることができるものであると考えております。また、大規模買付行為（下記

3.①において定義されます。以下同じです。）を受け入れるかどうかは、当社の経営を誰に委ねるべきかという問

題に関連しますので、最終的には株主の皆様のご判断によるべきものであると考えます。

　しかしながら、昨今、わが国においても敵対的な企業買収の動きが活発化してきております。当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益を向上させる買収提案が経営者の保身目的で妨げられてはならないことは当然のこ

とであり、また、当社取締役会の同意を得ない買収提案が必ずしも当社の企業価値を損ない株主の皆様の共同の利

益を害するものであるとは限らないものの、このような敵対的な企業買収の中には、株主の皆様に対して当該企業

買収に関する十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様

が当該企業買収の条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行うための十分な時間を

確保することができないもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等の当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう企業買収もあり得るものです。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び

当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を中長期的に確保し又は向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。したがいまし

て、上記のような企業買収に該当する行為等の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大

規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

 

2. 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

 

　当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を向上させるための取組みとして、下記①の中期経営計画等による企業価値向上への取組み及び下

記②のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組

みを実施しております。

 

① 中期経営計画等による企業価値向上への取組み

 

ア. 当社の事業の概要

 

　当社は、海運業と不動産業を事業の柱とし、企業としての最大の経営課題である中長期的な企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益の最大化を図る観点から、海運市況、金利及び為替等の変動要素が多く収益の変動率が大き

い海運業と、変動要素が相対的に少なく収益が安定している国内を基盤とする不動産業とを適切に組み合わせるこ

とにより、新興国を中心とした世界の経済成長を取り込む事業と国内の安定的な事業の双方をバランスよく行うこ

とを経営の基本方針としております。

　当社の海運業は、オイルタンカー、ガスキャリア及びケミカルタンカーを中心とした液体貨物輸送業並びにドラ

イバルクキャリアによるばら積み貨物輸送業から構成されております。当社は、液体貨物輸送業においては、中東

諸国、アジア各国の顧客との間で長年に亘る信頼関係を築いており、また、ばら積み貨物輸送業においては、国内

電力各社、製紙会社等との中長期の契約関係に基づき専用船を主体とした安定輸送に従事しており、いずれも取引

先企業から高い評価を得ております。さらに、海運業において当社が輸送する主要貨物は、日本をはじめ世界各国

に必要不可欠な物資であり、当社はこれを安全且つ安定的に輸送することにより顧客の信頼を獲得しており、それ

を当社の事業の基盤とするとともに、国内外の地域社会との共存共栄を図ることに貢献しているものと自負してお

ります。

　一方、不動産業においては、東京都心部の中でも立地条件が良く高い稼働率が期待できる地区におけるオフィス

ビル賃貸事業を核として展開しており、多目的ホールの運営やフォトスタジオの運営等の不動産周辺事業の発展に

も力を注いでおります。平成23年10月に開業した飯野ビルディング(東京都千代田区内幸町)は、日比谷公園を望む

良好な立地に加え、高い耐震性や高度なセキュリティー機能を備えております。さらに、世界最高水準の環境性能
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を有し、自然環境にも配慮した快適なビジネス環境を提供するオフィスビルとなっており、国内外の多くの機関か

ら高い評価を得ております。また、飯野ビルディングのシンボルであるイイノホールは、カンファレンスセンター

とともに、落語会、演奏会及び映画試写会といった催しや講演会・式典等の様々な用途にご利用頂いており、当社

の文化的事業の拠点として、確固たる地位を築いております。当社は不動産業において、ゆとりある安全な空間を

提供することにより、顧客である各企業の信頼を得ており、海運業と同様に、それを当社の事業の基盤とするとと

もに、当社が提供するゆとりある安全な空間において顧客である各企業が安心して事業を展開することを通じて、

間接的に地域社会を含む社会全体に貢献しているものと考えております。

　このような当社に対する高い評価と信頼は、当社が特定の企業系列に属さずに独立的・中立的企業として100年

以上もの間に亘り、事業を営んできたことにより培われたものであり、それは当社の企業価値の基盤となっており

ます。

　当社が営む海運業及び不動産業において、安全の確保は、事業の発展基盤であり、当社の企業価値の基礎である

とともに、国内外の地域社会を含む社会全体への貢献の基盤となっておりますが、両事業において安全を確保する

ためには、中長期的な視点からの安定的な経営が不可欠となります。変動要素が多く収益の変動率が大きい海運業

と、変動要素が相対的に少なく収益が安定している不動産業とを適切に組み合わせることは、当社全体の経営の安

定に資するものと考えております。

　また、当社は海運業と不動産業とを適切に組み合わせるという経営の基本方針を達成するために、双方の事業に

バランスよく投資を行っております。特に、中長期的な視点からのヒトへの投資と教育が必要不可欠であると考え

ており、両事業間の人事交流を含め、双方の事業に対して経営資源の適切な配分を行っております。とりわけ、市

況等の変動が収益に及ぼす影響の大きい海運業については、当社の企業体力にあった設備投資を志向するととも

に、市況変動への耐性を強化するため、自社による保有船と他社からの調達船のバランスを考慮して投資を行い、

また、調達船の用船期間についても、短期・中期・長期と分けることにより、船腹調達の多様化を図っておりま

す。

　以上の通り、当社は、常に、中長期的な視点から安定的な経営を行うことを経営判断の基盤に置きつつ、海運業

と不動産業とを適切に組み合わせることによって、当社グループ全体の中長期的な業績の向上を目指しておりま

す。

　現在、海運業を取り巻く事業環境は厳しいものの、安定収益基盤の強化につながる専用船事業の拡充等により可

能な限り事業リスクを制御しながら当社の中核的な事業としてこれを継続していくことは、中長期的には今後伸長

が予想される新興国を中心とした世界の経済成長を取り込むことにつながり、これにより収益の拡大基盤を構築す

ることが期待できます。また、収益の変動率が大きい海運業と相対的に収益が安定している国内の不動産業とを適

切に組み合わせることは、両事業の発展の基盤である安全の確保のために不可欠である当社全体の経営の安定に資

すると考えております。よって、海運業と不動産業を当社の事業の柱とし、双方をバランスよく行うことは、当社

の企業価値の向上に資するものと考えておりますので、双方の事業について、引き続き事業基盤の整備を進めてま

いります。さらに、大きな収益は見込めないものの当社グループのブランドイメージの向上や社会全体に貢献する

文化的事業についても取り組んでまいります。下記イ.の中期経営計画もこれらの方針に基づいて策定されており

ますが、その方針は、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の最大化に資するものと考えて

おります。
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イ. 中期経営計画

 

　当社グループは、平成29年4月20日に、当社創立125周年である平成36年(2024年)に向けたグループ企業の一層の

成長を目指し、3ヵ年の中期経営計画「Be Unique and Innovative. ‐創立125周年(2024年)に向けて‐」(計画期

間：平成29年4月～平成32年3月)を策定しました。

　本中期経営計画は、基本的には前計画の方針を踏襲しつつ「バランス経営の推進と先進性への挑戦」への取組み

を主眼として、高品質なサービス“IINO QUALITY”を提供し、独自のビジネスモデル“IINO MODEL”により持続的

に成長する企業、そして新しい分野へ挑戦し続ける独立系グローバル企業としての地位確立を目標としています。

　「Be Unique and Innovative. ‐創立125周年(2024年)に向けて‐」において、当社グループは、「3つの重点強

化策」として、「更なる差別化の追求」、「安定収益の磐石化」及び「次世代ビジネスへの挑戦」に取り組みま

す。具体的には、まず、お客様に支持されるサービスの質的向上を図り、更なる差別化を追求します。また、海運

業では、多様化する顧客ニーズに対応するため、世界展開の加速及び一体的な提案営業により競争力を強化しま

す。不動産業では、ターゲットエリア内への資産集約の一環として新橋田村町地区市街地再開発事業を推進し、安

定収益の磐石化に取り組みます。これに加え、次世代ビジネスへ挑戦することで確実な成長を目指し、海運業と不

動産業を両輪とした経営をより一層進化させてまいります。

　また、これらの重点強化策を支える「5つの基盤整備項目」として、「ノウハウ再構築・浸透・伝承による競争

力強化」、「人的資源開発強化と最適活用」、「情報ネットワークの戦略的拡充」、「キャッシュ・フロー経営と

財務基盤強化」及び「リスク管理の徹底」に取り組んでまいります。

 

中期経営計画「Be Unique and Innovative. ‐創立125周年(2024年)に向けて‐」の詳細については当社ホーム

ページをご参照下さい。

中期経営計画「Be Unique and Innovative. ‐創立125周年(2024年)に向けて‐」策定のお知らせ:

http://www.iino.co.jp/kaiun/docs/topics170420-1.pdf

中期経営計画「Be Unique and Innovative. ‐創立125周年(2024年)に向けて‐」補足資料:

http://www.iino.co.jp/kaiun/docs/topics170420-2.pdf

 

なお、第127期における本計画の進捗状況につきましては、第127期有価証券報告書の「第2　事業の状況　1　経営

方針、経営環境及び対処すべき課題等　(2)　中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」をご参照下さい。
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② コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み

 

ア. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 

　当社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の基礎となる各ステークホルダーとの信頼関係の構築に

向けた基本的な考え方を、グループ共通の「経営理念」として掲げております。そして、このような「経営理念」

を実現するために、グループ役職員の行動指針として、「安全の重視」、「社会への貢献」、「取引先の尊重」、

「コンプライアンスと社会秩序の維持」、「差別の廃絶・人権の尊重」、「環境の保護」及び「情報開示とコミュ

ニケーション」の7項目からなる「行動憲章」を定め、それを実践することでステークホルダー間の利害調整と効

率的な企業活動の実現を図っております。そのため、当社は、コーポレート・ガバナンスによって、「行動憲章」

を実践するために求められる経営の健全性、透明性及び効率性を確保することが重要であると考えており、コーポ

レート・ガバナンスを「企業を構成する様々な主体(ステークホルダー)間の利害を調整し、効率的な企業活動を実

現するための仕組み」と捉えております。当社は、このような考え方に基づき、監査役制度を基礎とした組織体制

のもと、コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の健全性・透明性と効率性との両立を図っており、経営の意

思決定及び業務執行に際しては、株主、従業員その他のステークホルダーとの関係に配慮し、常に最良の経営成果

をあげられるよう不断の努力を重ね、もって持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。

 

イ. コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

 

(ⅰ) 　当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。また、執行役員によ

る業務執行体制を採用し、取締役会の重要事項に関する意思決定機能と業務執行の監督機能を強化しており

ます。重要事項の決議を行うとともに取締役・執行役員の職務の執行の監督を行うために、原則として毎月1

回取締役会を開催しております。また、常勤監査役と社外監査役である非常勤監査役で構成される監査役会

を原則として毎月1回開催するとともに、社長執行役員(代表取締役)直属の内部監査室、監査役及び会計監査

人が相互に連携して監査に当たる体制をとっております。なお、内部監査室は、「内部監査規程」に基づ

き、当社グループを構成する全社を対象に業務監査を行っております。

(ⅱ) 　当社においては、取締役の職務の執行が効率的に行われるために、執行役員により構成される経営執行協

議会を原則として毎週開催し、取締役会から授権された事項の決議、取締役会から検討を指示された事項の

審議並びに経営に関する意見交換・情報交換を行っております。

(ⅲ) 　当社グループにおいては、その業務の適正を確保すべく以下の通りリスク管理体制をはじめとする内部統

制システムを構築しております。

(ア) 　当社グループ全体のリスクに関する横断的な管理とその方針について、審議・提案・助言を行うため

に設置された「リスク管理委員会」は、その下部機関として主要なグループ会社の代表取締役も構成メ

ンバーとする「安全環境委員会」、「品質・システム委員会」及び「コンプライアンス委員会」の三委

員会を設置しております。「リスク管理委員会」は、三委員会に対する指示を行い、三委員会から付

議・報告を受ける等して、事業に係る戦略リスク・重要投資案件のリスク等を含めて、当社グループ全

体のリスク管理活動を統括しております。

(イ) 　当社グループの業務執行の過程で発生する可能性のある、船舶・建物における重大な事故・トラブル

等によるリスクにつきましては、「安全環境委員会規程」に基づき設置された「安全環境委員会」が、
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当社グループの安全及び環境に関する政策立案とその推進を行うとともに、予防的措置も含めた対策の

徹底・強化を図っております。

(ウ) 　当社グループのシステム及び事務に関するリスクにつきましては、「品質・システム委員会規程」に

基づき設置された「品質・システム委員会」が、当社グループのシステム及び事務に関する政策立案と

その推進を行うとともに、システムダウン等に係る予防的措置も含めた対策の徹底・強化を図っており

ます。

(エ) 　当社グループの取締役及び執行役員を含む使用人の職務の執行に係るコンプライアンスにつきまして

は、「行動憲章」及び「コンプライアンス規程」をコンプライアンス体制の基礎とし、「コンプライア

ンス委員会規程」に基づき設置された「コンプライアンス委員会」が、コンプライアンスに関する政策

立案とその推進を図っております。また、「コンプライアンス規程」に基づき、社長執行役員に指名さ

れたチーフコンプライアンスオフィサーは、監査役及び内部監査室と連携して、当社グループにおける

コンプライアンスに関する業務を指揮し、当社グループ役職員は「コンプライアンス規程」及び「内部

通報制度運用規程」に基づき法令違反等に関する報告義務を負っております。

(オ) 　当社グループの事業に関して、不測の事故、特に油濁等の環境汚染や、人命・財産に係る重大な事

故・トラブル・大規模災害が発生した場合等の緊急時においては、「危機管理基本規程」に基づき当社

社長執行役員を本部長とする緊急対策本部を設置し、危機管理に当たります。また、当社グループは事

業地域において大規模地震が発生した場合を想定した事業継続計画(BCP)を制定し、各事業の速やかな

復旧と継続を図ることができる体制を整備しております。

(カ) 　当社における取締役及び執行役員を含む使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理につきまして

は、「文書保存規程」、「文書管理基本方針書」、「文書管理実施規程書」及び「情報セキュリティー

基本規程」等の社内諸規程に基づき、管理責任者を定めて適切に保存し管理する体制をとっておりま

す。

(キ) 　当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項については、当社の「関係会社管理規程」及び

「職務権限規程」に基づき、重要事項が当社取締役会及び経営執行協議会に付議・報告されておりま

す。また、当社の執行役員を含む使用人は、必要に応じて当社グループ各社の取締役を兼務しており、

当社グループ各社の取締役会への出席を通じて、職務の執行に係る事項の報告を受けております。

(ク) 　当社グループ各社の企業活動は、当社が策定したグループ中期経営計画(上記①イ.参照)に基づき行

われており、その進捗状況は定期的に当社に報告されております。

(ケ) 　当社においては、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役スタッフ1名を兼任として配置して

おります。当社においては、監査役スタッフの任命、解任、人事異動等については常勤監査役の事前の

同意を必要としております。

また、監査役スタッフは監査役の補助業務に従事する間は、監査役による指示業務を優先的に取り組む

こととし、且つ役職員は監査役スタッフの業務遂行に対して不当な制約を行わないことにより、監査役

の監査役スタッフに対する指示の実効性を確保しております。

(コ) 　監査役への報告に関する体制は以下のとおりです。

ⅰ  　監査役は、取締役会に出席し、取締役から職務の執行に関する報告を受けております。

ⅱ  　常勤監査役は、原則として毎週開催される経営執行協議会に出席し、執行役員を含む使用人か

ら職務の執行に関する報告を受けております。

ⅲ  　常勤監査役は、経営執行協議会において受けた職務の執行に関する報告の内容を、原則として

毎月1回開催される監査役会において他の監査役に報告する体制をとっております。

ⅳ  　当社グループの役職員が、社内に違法行為、企業倫理に違反する行為がある又はその懸念があ

ると判断した場合は、会社が速やかにその事実を認識し、適正な是正措置を講じることができる

よう内部通報制度を設けております。「内部通報制度運用規程」においては、当社人事部長及び

当社が指定する外部の弁護士が内部通報の窓口となることが規定されております。常勤監査役

は、「コンプライアンス委員会」及び内部通報窓口担当者から必要に応じて当該報告を受ける体

制をとっております。

ⅴ  　「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度運用規程」においては、内部通報をした当社グ

ループの役職員は、不利益を受けないことを保証することが明記されております。

(サ) 　当社においては、監査役の職務の執行上必要と認められる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予

算を計上しております。但し、緊急又は臨時で支出した費用については、事後、会社に支払いを請求す

ることとしております。
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(シ) 　当社においては、常勤監査役は、上記のほか、業務執行の状況を把握するため、「リスク管理委員

会」並びに「コンプライアンス委員会」、「安全環境委員会」及び「品質・システム委員会」などの重

要な会議に出席し、報告を受ける体制をとっております。また、監査役は必要に応じ、随時、取締役及

び執行役員を含む使用人に対し、事業の報告を求めることができます。

さらに、監査役は、当社グループの監査を適正に実施するために、内部監査室と逐次、情報交換を行う

など緊密に連携する体制及び会計監査人に対しても当社グループ各社の会計監査の内容について説明を

求めることができる体制をとっております。

(ス) 　当社グループは「行動憲章」において「社会秩序を尊重し、秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体

とは一切かかわりを持ってはならない。」と定めるとともに、当社グループ共通の規程として「反社会

的勢力対応規程」を定め、社会の秩序や安全を脅かすような団体・個人がかかわりを持ちかけてきた

り、金銭などの要求をしてきた場合には、会社として組織的な対応と外部の専門的機関との緊密な連携

により、断固としてこれを排除します。

(ⅳ) 　当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定

により、その職務を行うにつき善意で且つ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする

責任限定契約を締結しております。

 

　以上の体制が、企業を構成する様々な主体(ステークホルダー)間の利害を調整し、効率的な企業活動を実現する

ために最適なコーポレート・ガバナンスの形態と考えております。

 

3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

 

　当社は、平成28年4月28日開催の当社取締役会において、当社の株券等の大規模買付行為に関する概ね下記の内

容の対応方針(以下「本方針」といいます。)を導入することを決定し、本方針の導入については同年6月28日開催

の当社第125期定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て承認可決頂いております。

また、本方針に基づき、平成30年6月27日開催の当社第127期定時株主総会の終結直後に開催された当社取締役会に

おいて、本方針の継続を審議・決議しております。なお、本方針の有効期間は、平成31年に開催予定の当社第128

期定時株主総会の終結時までです。また、平成30年3月31日現在の当社の大株主の状況につきましては、第127期有

価証券報告書の「第4　提出会社の状況　1　株式等の状況　(6)　大株主の状況」をご参照下さい。

　本方針の内容の詳細については、当社ホームページをご参照下さい。

http://www.iino.co.jp/kaiun/docs/topics160428-4.pdf

 

記

 

① 本方針の対象となる行為

 

　本方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、結果と

して特定株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社の株券等の買付行為、又は、結果として特定株主

グループの議決権割合が20％以上となる当社の他の株主との合意その他の行為(いずれも事前に当社取締役会が同

意したものを除きます。このような買付行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行おう

とする者を以下「大規模買付者」といいます。)を対象としております。

 

② 大規模買付ルールの設定

 

　大規模買付者に従って頂く大規模買付ルールの概要は以下のとおりです。

 

ア. 大規模買付意向表明書の当社への事前提出

 

　まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役社長に対して、本方針に定められた手続

(以下「大規模買付ルール」といいます。)に従って大規模買付行為を行う旨の誓約等を記載した大規模買付意向表

明書を提出して頂きます。
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イ. 大規模買付情報の提供

 

　当社は、大規模買付意向表明書を提出して頂いた日から10営業日(初日不算入)以内に、大規模買付者に対して、

提供して頂くべき情報を記載した提供情報リストを発送いたしますので、大規模買付者には、かかる提供情報リス

トに従って十分な情報を当社代表取締役社長に提供して頂きます。

 

　上記の提供情報リストに従い大規模買付者から提供して頂いた情報では、当該大規模買付行為の内容及び態様等

に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が外部専

門家等の助言を得た上で当社取締役会から独立した組織である特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上

で合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者から提供して頂きます。

 

　また、当社は、大規模買付者から提供された情報が、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締

役会の評価・検討等のために必要且つ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)として十分であり、大規

模買付情報の提供が完了したと当社取締役会が特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で合理的に判断

するときには、速やかに、その旨を大規模買付者に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、

その旨を開示いたします。

 

ウ. 取締役会評価期間の設定等

 

　当社は、情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の

難易度等に応じて、最長60日間又は90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案の

ための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。

　当社取締役会は、取締役会評価期間中に、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまと

め、大規模買付者に通知するとともに、速やかに株主の皆様に開示いたします。

　なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見をとりまとめることができないことにつ

きやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、特別委員会

に対して、その是非について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、合理的に必要と認められる範囲内で取締役

会評価期間を最長30日間延長することができるものとします。（なお、当該延長は一度に限るものとします。）

　大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始することができるものと

します。

 

③ 大規模買付行為がなされた場合における対応方針

 

　大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、当社取締役会

は、特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、必要且つ相当な対抗措置を発動することといたしま

す。

　これに対して、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、原

則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。但し、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会は、特別委員会に

諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、必要且つ相当な対抗措置を発動することがあります。

　当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、社外監査役を含む当社監査役全員(但し、事故その他やむを得な

い事由により当該取締役会に出席することができない監査役を除きます。)の賛成を得た上で決議することといた

します。

　なお、所定の場合には、対抗措置の発動に際して、その是非につき株主の皆様のご意思を確認するための株主総

会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って

頂くことができるものとします。株主意思確認総会を招集する場合には、当社取締役会は、特別委員会への諮問の

手続を経ることなく、株主意思確認総会決議の内容に従って対抗措置の発動の決議をすることができます。

 

　本方針における対抗措置としては、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てその他法令及

び当社の定款上認められる手段を想定しております。そして、本新株予約権については、当社の株券等の大量保有

者等は非適格者として行使することができない旨の差別的行使条件を定めることを予定しております。また、当社

は、上記非適格者以外の株主の皆様が所有する本新株予約権を取得し、これと引替えに本新株予約権1個につき当

社の普通株式1株を交付することができる旨の差別的取得条項を定めることを予定しております。
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④ 本方針の廃止及び変更

 

　本方針の有効期間の満了前であっても、(ⅰ)当社株主総会において本方針の廃止若しくは変更が決議された場合

又は(ⅱ)当社取締役会において本方針の廃止が決議された場合には、本方針はその時点で廃止又は変更されます。

また、(ⅲ)平成29年以降毎年の当社定時株主総会の終結直後に開催される当社取締役会において、本方針の継続が

決議されなかった場合には、本方針はその時点で廃止されます。

 

4. 上記2.の取組みについての当社取締役会の判断

 

　当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を向上させるための取組みとして、上記2.の取組みを実施しております。これらの取組みの実施を

通じて、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正

に反映させていくことにより、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規

模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記1.の基本方針に資するものであると考えており

ます。

 

　したがいまして、上記2.の取組みは上記1.の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

5. 上記3.の取組みについての当社取締役会の判断

 

　上記3.の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大規模買付者及び当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対

して、対抗措置を発動できることとしています。したがいまして、上記3.の取組みは、これらの大規模買付者によ

る大規模買付行為を防止するものであり、上記1.の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記3.の取組みは、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付

者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間

の確保を求めるために導入されるものです。さらに、上記3.の取組みにおいては、株主意思の重視(株主総会決議

による導入、株主意思確認総会の招集及びサンセット条項)、合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定、特別

委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記3.の取組みの合理性・公正性を確保するための様々な

制度及び手続が確保されているものであります。

　したがいまして、上記3.の取組みは上記1.の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

（5）研究開発活動

　記載すべき事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

 記載すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 440,000,000

計 440,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 111,075,980 111,075,980

東京証券取引所

(市場第一部)

福岡証券取引所

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 111,075,980 111,075,980 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 111,075 － 13,092 － 6,233

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

5,268,000

－
権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

完全議決権株式（その他）
普通株式

105,735,300
1,057,353 同上

単元未満株式
普通株式

72,680
－ 同上

発行済株式総数 111,075,980 － －

総株主の議決権 － 1,057,353 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)

飯野海運株式会社

東京都千代田区内幸

町二丁目１番１号
5,268,000 - 5,268,000 4.74

計 － 5,268,000 - 5,268,000 4.74

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 20,516 20,831

売上原価 17,573 17,298

売上総利益 2,943 3,534

販売費及び一般管理費 1,673 1,702

営業利益 1,270 1,832

営業外収益   

受取利息 18 11

受取配当金 183 218

為替差益 23 335

持分法による投資利益 0 50

その他営業外収益 26 5

営業外収益合計 250 619

営業外費用   

支払利息 447 409

その他営業外費用 11 26

営業外費用合計 457 435

経常利益 1,063 2,015

特別利益   

固定資産売却益 0 1,736

特別利益合計 0 1,736

特別損失   

固定資産除却損 2 0

ゴルフ会員権評価損 1 －

特別損失合計 3 0

税金等調整前四半期純利益 1,060 3,750

法人税等 54 119

四半期純利益 1,006 3,632

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△0 49

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,006 3,583
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

四半期純利益 1,006 3,632

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 539 △48

繰延ヘッジ損益 144 596

為替換算調整勘定 △117 △372

持分法適用会社に対する持分相当額 △10 △14

その他の包括利益合計 556 161

四半期包括利益 1,562 3,793

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,565 3,788

非支配株主に係る四半期包括利益 △3 5
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（２）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,536 11,686

受取手形及び売掛金 6,744 7,381

貯蔵品 2,105 2,444

商品 93 95

販売用不動産 3 3

繰延及び前払費用 2,022 1,992

未収還付法人税等 151 182

その他流動資産 3,057 3,800

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 24,711 27,580

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 70,937 69,163

建物及び構築物（純額） 43,325 42,822

土地 41,616 41,617

建設仮勘定 5,412 10,791

その他有形固定資産（純額） 1,919 2,301

有形固定資産合計 163,209 166,694

無形固定資産   

電話加入権 9 9

その他無形固定資産 585 576

無形固定資産合計 594 586

投資その他の資産   

投資有価証券 19,287 19,137

長期貸付金 90 94

退職給付に係る資産 142 99

繰延税金資産 122 122

その他長期資産 2,084 2,517

投資その他の資産合計 21,723 21,969

固定資産合計 185,526 189,248

資産合計 210,237 216,828
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,116 4,787

短期借入金 30,098 34,536

未払費用 324 334

未払法人税等 182 129

前受金 1,958 2,492

賞与引当金 310 72

リース債務 1,727 1,634

その他流動負債 1,974 2,554

流動負債合計 41,688 46,538

固定負債   

長期借入金 85,014 83,483

役員退職慰労引当金 70 53

退職給付に係る負債 614 573

特別修繕引当金 2,903 2,805

受入敷金保証金 7,605 7,605

リース債務 124 616

繰延税金負債 2,316 2,369

その他固定負債 665 302

固定負債合計 99,311 97,806

負債合計 140,999 144,343

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,092 13,092

資本剰余金 7,613 7,613

利益剰余金 46,576 49,630

自己株式 △3,244 △3,245

株主資本合計 64,036 67,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,976 3,928

繰延ヘッジ損益 19 662

為替換算調整勘定 1,092 702

その他の包括利益累計額合計 5,088 5,293

非支配株主持分 113 102

純資産合計 69,237 72,485

負債純資産合計 210,237 216,828
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲又は持分法適用の範囲に重要な変更はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四

半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

保証債務

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

CENTRAL TANKER S.A. 設備資金 1,008百万円 CENTRAL TANKER S.A. 設備資金 1,015百万円

LNG EBISU

SHIPPING CORPORATION
〃 776

LNG EBISU

SHIPPING CORPORATION
〃 776

PENINSULA LNG

TRANSPORT №4 LTD.
〃 706

PENINSULA LNG

TRANSPORT №4 LTD.
〃 734

MARTIN ISLAND

SHIPPING S.A.
〃 615

MARTIN ISLAND

SHIPPING S.A.
〃 601

JIPRO SHIPPING S.A. 〃 388 JIPRO SHIPPING S.A. 〃 372

計 3,492 計 3,498

 

複数の保証人がいる連帯保証については、当社の負担となる金額を記載しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 2,091百万円 2,266百万円

 

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 555 5.0 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

 

(2）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末

後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月27日

定時株主総会
普通株式 529 5.0 平成30年3月31日 平成30年６月28日 利益剰余金

 

(2）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末

後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至平成29年６月30日）

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

 
外航
海運業

内航・近海
海運業

不動産業 計

売上高       

外部顧客への売上高 15,776 2,098 2,642 20,516 － 20,516

セグメント間の内部売上高又
は振替高

△129 132 16 19 △19 －

計 15,648 2,230 2,658 20,535 △19 20,516

セグメント利益 393 70 807 1,270 － 1,270

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至平成30年６月30日）

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

 
外航
海運業

内航・近海
海運業

不動産業 計

売上高       

外部顧客への売上高 16,066 2,132 2,634 20,831 － 20,831

セグメント間の内部売上高又
は振替高

△95 105 46 55 △55 －

計 15,970 2,237 2,679 20,887 △55 20,831

セグメント利益 857 143 832 1,832 － 1,832

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9円07銭 33円86銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
1,006 3,583

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
1,006 3,583

普通株式の期中平均株式数（千株） 110,969 105,808

 （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月10日

飯野海運株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫻　井　紀　彰　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 今　井　仁　子　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている飯野海運株式会

社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結貸借対照表及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、飯野海運株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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